
時間（分） 内容・講師 

13：00 受付開始 

13:30～ 

          

  14:00 

 

(30) 

 

我が国のＥＰＡの概要 

 ・ＥＰＡとは？ 

 ・日本のＥＰＡ締約国と今後の動き 

 財務省函館税関 業務部長 

  小林 茂 

14:00～ 

       

  15:00 

(60) 

ＥＰＡ協定の原産地規則 

 財務省函館税関業務部 上席調査官 

  磯場 厚子 

休憩 10 

15:10～ 

       

  15:40 

(30) 

日系企業のＦＴＡ活用傾向 

 日本貿易振興機構海外調査部アジア大洋州課  

  リサーチマネージャー  蒲田 亮平 

15:40～ 

       

  16:20 

(40) 

農林水産物・食品の輸出促進について 

 農林水産省北海道農政事務所生産経営産業部 

  事業支援課長  上河内 光秀 

 特に次のような方にお聞きいただきたい 
 内容です。 

 ◆  輸出者の方、メーカーの方 
 ◆  物流業者の方 
 ◆  金融機関の方 

〔 日 時 〕 2017年1月19日（木）13：30～16：20 
〔 会 場 〕 札幌第2合同庁舎 9階講堂 
〔会場住所〕 札幌市中央区大通西10丁目 
〔 定 員 〕 100名 
〔 アクセス 〕 地下鉄東西線「西11丁目駅」下車、徒歩3分（詳細は裏面） 

主催：函館税関・北海道財務局・札幌商工会議所・ジェトロ北海道・北海道農政事務所 

問い合わせ    函館税関総務部総務課 （電話：0138-40-4213 FAX：0138-43-4696）  

裏面の参加申込欄
へご記入の上 
ＦＡＸ下さい 

ＥＰＡ活用セミナー 

1月19日（木）in 札幌第２合同庁舎 ９階講堂 

～ 北海道食の輸出拡大に向けて ～  

セミナー詳細・お申込方法 参加 
無料 

プ ロ グ ラ ム 

税関イメージキャラクター 

カスタム君 

※上記内容及び講師は、今後の調整等により一部変更となる可能性がございます
ので、あらかじめご了承ください。 

☛ 通常の関税よりも低税率なＥＰＡ税率 

☛ 北海道食の輸出拡大に向けて 

☛ ＥＰＡをビジネス活用される皆様へ 

 現在、我が国では15の国・地域との間でＥ
ＰＡを締結しております。ＥＰＡを活用する
ことにより、日本に輸入する際、通常の関税
よりも低税率であるＥＰＡ税率を適用し、コ
ストを削減することができます。また、日本
から海外に輸出する際には、海外において通
常の関税よりも低税率であるＥＰＡ税率を適
用し、他国の産品に比べて競争力を増すこと
ができます。そして、これらのＥＰＡ協定活
用において鍵となるものが原産地規則です。 

 政府全体の取組として「農林水産業の輸出
力強化戦略」（平成28年5月）が取りまとめ
られました。また、北海道では、「北海道食
の輸出拡大戦略」（平成28年2月）において、
道産食品の輸出額を平成30年に1,000億円と
する目標が掲げられています。 
 本セミナーは、ＥＰＡ協定の原産地規則等
をわかりやすく解説することにより、道産食
品特に加工食品の輸出を支援することを目的

としています。  

 既に輸出をされている事業者の方や今後輸
出を予定されている事業者の方で、ＥＰＡの
ビジネスへの活用に興味のある皆様は、ぜひ
本セミナーにご参加ください。  



参加申込 

函館税関総務部総務課 行 
 

下記事項にご記入の上、ＦＡＸでお送りください。          

会場の御案内 

（事務局）             〒 040-8561   函館市海岸町２４番４号  函館港湾合同庁舎内 

函館税関総務部総務課              電話：0138-40-4213 ／ FAX：0138-43-4696 

（事務局記入欄） 

No. 

住
所 

〒０６０－００４２ 
 札幌市中央区大通西１０丁目 

交
通 

○ＪＲ「札幌駅」から地下鉄南北線「大通
駅」乗換え、地下鉄東西線「西１１丁
目駅」下車、徒歩３分 

 
○「ＪＲ札幌駅」下車、徒歩２０分 

合同庁舎駐車場の数に限りがありますので、 

公共交通機関をご利用ください。 

会社・団体名   

電話番号   

FAX番号   

参
加
者 

  ① ② ③ 

ふりがな       

ご芳名       

所 属       

役 職       

ご質問等がありましたら、ご記入ください。 

  

※ 先着順受付。定員（100名）となりご参加いただけない場合のみ、その旨ご連絡いたします。 
   なお、定員を超える申込となった際、より多くの会社・団体からご参加をいただきたいところ、複数名の参加を希 
 望されている会社等へ事務局より参加者人数についてご相談させていただく場合がございます。 
 
※ 当日はＦＡＸした申込み済みの「参加申込書」（お手元に残った送信原本）を受付にご提出ください。 

 
※ 取得した個人情報につきましては事務局にて適切に管理し、本セミナーの運営以外の目的で使用いたしません。 

札幌第２合同庁舎 ９階講堂 

FAX：0138-43-4696 
（番号のかけ間違いにご注意ください） 

ＥＰＡ活用セミナー 

下記の参加申込書に必要事項
をご記入の上、ＦＡＸにてお送り
ください。 

参加申込書 
申込締切：2017年1月17日（火） 


